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１．保税制度の概要

(1)保税地域制度（関税法第４章）
外国貨物を蔵置、加工、製造、展示等をすることができる場所と

して財務大臣の指定、税関長の許可により設ける。

・指定保税地域（第37条）

・保税蔵置場（第42条）

・保税工場（第56条）

・保税展示場（第62条の2）

・総合保税地域（第62条の8）

(2)保税運送制度（関税法第５章）
開港、税関空港、税関官署、保税地域等相互間に限り外国貨物の

まま運送できる。

(3)収容・公売制度（関税法第７章）
保税地域にある外国貨物で蔵置期間を経過したものを、強制的に

管理、占有、公売できる。
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保税制度について

⃝ 外国から到着した貨物で輸入許可前のもの、又は輸出の許可を受けた貨物は、関税法上「外国貨物」

とされ、税関長が外国貨物を置くこと等ができる場所として許可した場所である保税地域以外の場所に

置くことができない。（関税法第30条第１項）

保税制度は、貨物を税関の監督下に置くことにより、輸入許可前又は輸出許可後に貨物のすり替え

等が行われるリスクを低く抑え、薬物・銃器等の社会悪物品の日本国内への流入の防止やテロ関連
物品の輸出の防止、国内産業の保護を目的として課している関税などの徴収の確保を図るとともに、

貿易の振興などへの寄与を目的とするもの。

安全・安心な
社会の実現

貿易円滑化の推進

 社会悪物品、知的財産侵害物品の取締り

 テロ、大量破壊兵器に対する取締強化

 先端技術を活用した検査機器の配備等

 関税・消費税等の賦課・徴収

 輸入事後調査

 関税評価、関税分類、原産地規則の適用等

 貿易自由化と自由貿易協定等の締結
 ＡＥＯ制度（外国税関当局とのＡＥＯ相互承認）
 通関関係書類の電子化・ペーパーレス化
 NACCS海外展開（技術協力）

適正かつ公平な
関税等の徴収

秩序ある貿易の維持 関税などの徴収の確保 貿易の振興等

保税地域に外国貨物が置かれている間
は、当該貨物の関税等の徴収が留保さ
れるため、関税等未納の状態を利用し
て、外国貨物の蔵置、加工・製造、展
示等の行為をすることが可能。

税関の審査・検査を受け、関税等を納付することにより保税地域から
外国貨物を出すことが可能。

(社会悪物品の水際取締、関税などの徴収の確保)
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種類 主な機能 蔵置期間 設置の手続

①指定保税地域
(関税法第37条)

外国貨物の積卸し、運搬、一時蔵置
例）コンテナヤード 等

１ヶ月 財務大臣の指定

②保税蔵置場
(関税法第42条)

外国貨物の積卸し、運搬、蔵置
例）倉庫、上屋 等

２年
（延長可）

税関長の許可

③保税工場
(関税法第56条)

外国貨物の加工、製造
例）造船所、製鉄所、製油所 等

２年
（延長可）

税関長の許可

④保税展示場
(関税法第62条の2)

外国貨物の展示、使用
例）博覧会、博物館 等

税関長が必要
と認める期間

税関長の許可

⑤総合保税地域
(関税法第62条の8)

②～④の総合的機能
例）中部国際空港 等

２年
（延長可）

税関長の許可

保税地域制度について

■保税地域の種類と主な機能

■保税地域のイメージ

港湾・空港

輸出

輸入

内国貨物

保税地域

外国貨物関税等の納付・輸入許可

輸出許可
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指定保税地域について

■指定保税地域の特徴

■指定保税地域のイメージ

主な機能 蔵置期間 設置の手続

外国貨物の積卸し、
運搬、一時蔵置

１ヶ月 財務大臣の指定

① 国、地方公共団体（港湾管理者）等が所有または管
理すること。

② 開港または税関空港における税関手続の簡易かつ迅速
な処理を目的として、公共的に運営されること。

③ 国の管理の下に借受者が運営、または港湾管理者が自
ら運営すること等。

④ 開港の港域に接続する地域または税関空港の港域内等
にあること。

⑤ 税関における監視取締上支障がないこと。

⑥ 貨物の亡失等を防止し、外国貨物の適正な保全を図る
ことができる施設であること。

⃝ 指定保税地域は、税関手続の簡易かつ迅速な処理を図るため、外国貨物の積卸し、運搬、一時蔵置
ができる場所として財務大臣が指定した土地や建設物等（国や地方公共団体等が所有または管理す
るもの）。（例：コンテナヤード）

指定保税地域
（コンテナターミナル等）

港湾管理者等
が所有・管理

貨物管理者
（民間事業者）

■指定保税地域の主な指定要件

※関税法第34条の２に規定する記帳義務等は、貨物管理者が負う
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保税蔵置場について

■保税蔵置場の特徴

■保税蔵置場における貨物管理イメージ

主な機能 蔵置期間 設置の手続

外国貨物の積卸し、
運搬、蔵置

２年
（延長可）

税関長の許可

⃝ 保税蔵置場は、民間企業等が所有する土地、倉庫等の施設について、申請に基づき税関長が許可した保税地域。
外国貨物の積卸し、運搬、蔵置ができる場所である。
（指定保税地域と同様に、外国貨物についての内容の点検、改装仕分けその他の手入れを行うことが可能であり、税関
長の許可を受けた場合は見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為を行うことができる。）

✓人的要件
（ex.外国貨物等の保管業務の業務処理能力）

✓場所的要件（ex.税関官署からの距離）
✓施設的要件（ex.出入口等への施錠）
✓量的要件 （ex.輸出入貨物取扱見込量）

• 貨物の搬出入や各種手続についての帳簿の備付(記帳義務)
• 貨物管理についての社内管理規程（CP=Compliance-

Program）の整備
等により、倉主が自己の責任で貨物を管理(自主管理方式)

保税蔵置場
への搬入

※３ヶ月以上蔵置する場合は、
税関の承認（蔵入承認）
が必要

※輸出入や保税運送(外国貨物の
まま他の保税地域等に運送)を
行う際は、それらに応じた税関の
許可・承認が必要

保税蔵置場の被許可者
（倉主）

保税蔵置場
からの搬出

■保税蔵置場の許可要件
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保税工場について

⃝ 保税工場は、外国貨物（外国から到着した貨物で輸入許可前のもの）について、関税等の徴収が留保された状態で
加工・製造ができる場所として、税関長が許可した保税地域であり、加工貿易の振興等に寄与。

⃝ 保税工場においては、秩序ある貿易の維持や関税等の徴収の確保の観点から、取り扱う貨物が外国貨物のまま加工さ
れ、製品が再度確実に海外に輸送（積戻し）される等、適正な貨物管理を行うことが必要不可欠。

■保税工場のイメージ（加工食品の例）

石油プラント 造船所

■保税工場の特徴 ■保税工場の例

海
外

港湾・空港

保税工場

外国貨物である「魚」を
原料として「缶詰」を製造

海
外

港湾・空港

「缶詰」を外国貨物
のまま保税運送

海外から到着した
「魚」を外国貨物の
まま保税運送

※ 加工・製造された製品は外国貨物として取扱う。なお、内国貨物（国内産品等）と外国貨物を混用することも可能であり、その場合も製品は
原則として外国貨物として取扱う。

※ 海外に再度輸送（積戻し）する製品と、国内に引き取る（輸入）する製品を、併せて加工・製造することが可能。

主な機能 蔵置期間 設置の手続

外国貨物の加工、製造
２年

（延長可）
税関長の許可
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保税展示場について

⃝ 保税展示場は、博覧会や見本市等において外国貨物を展示・使用する会場として、税関長が許可した保税地域。関税等
の徴収が留保された状態で貨物の展示・使用ができることから、博覧会等の円滑な運営による文化交流等に寄与。

⃝ 保税展示場で開催される博覧会や見本市等は、国際博覧会条約の適用を受けた国際博覧会等、一般社団法人等が
開催する博覧会等または国際機関や政府等が後援する博覧会等であるといった要件を満たす必要がある。

■保税展示場の特徴

■保税展示場の例

主な機能 蔵置期間 設置の手続

外国貨物の展示、
使用

税関長が必要
と認める期間

税関長の
許可

Tokyo Gendai
（開催者：Tokyo Gendai合同会社）

大阪・関西万博 東京モーターショー
（開催者：公益社団法人2025年日本国際博覧会協会） （開催者：一般社団法人日本自動車工業会）
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■保税展示場のイメージ

海外

関税等を留保したまま、
展示・使用が可能

国内

海外
保税展示場

関税等を納付し国内
へ引き取り（輸入）

関税等を納付せず、
再度海外へ輸送

外国貨物

※保税展示場の許可期間は、イベント等の会期のほか、準備・整理を
勘案した適当な期間（イベント等が反復して開催される場合は、1年
以内の範囲で包括的に許可期間とすることができる。）



○総合保税地域の例（中部国際空港総合保税地域）

【被許可者】
中部国際空港（株）
【許可年月日】
平成16年11月１日
【備考】
輸出入貨物の管理や保税売店（保税蔵置場）、機内食の加工
（保税工場）などが行われているほか、貨物の展示場（保税展示
場）としても利用されている。

総合保税地域について

⃝ 総合保税地域は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場において実施する事ができる、外国貨物の蔵置、
加工、製造、展示、使用等の各種機能を総合的に利用できる地域として、税関長が許可した保税地域。

⃝ 総合保税地域内では、被許可者により各種施設を弾力的に配置できる他、地域内における各施設間の
貨物の輸送は同一の保税地域内の輸送であることから税関手続を要しない。

■総合保税地域のイメージ
総合保税地域の運営者（被許可者）

A社 B社 C社

各施設の管理者

総合保税地域
• 総合保税地域の許可を受けることができる場所は、一団の土地
及びその土地に存する建設物等。

• 被許可者は、総合保税地域の運営を行うにあたり、各施設の管
理者の管理・運営状況を把握し、管理者に対し保税地域の管理
運営上の監督を行う。

• 被許可者及び各施設の管理者が連帯して、関税の納付義務や
外国貨物の管理義務等の責任を負う。
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平成９年度関税改正

記帳義務を追加 → 届出制を廃止し全面的に自主管理制度を適用

昭和46 年以前

保税地域への外国貨物等の搬出入は、すべて税関への事前の届出が必要

＜貿易量（搬出入貨物）の増大による官民の事務の負担増＞

昭和46 年（昭和47 年度関税法改正）

自主管理制度の導入 → 取締上支障がない保税地域について

搬出入事績を記帳し届出に替える

＜保税地域の９ 割以上が自主管理制度適用となり定着＞

保税地域における「自主管理制度」について



⃝ 承認工場制度は、良質かつ低廉な飼料を安定供給することにより、畜産業等の育成と国民生活の安定等を図るもの。

⃝ 飼料等の製造に使用する特定の原料品（とうもろこし、麦等）について、輸入許可日から１年以内に、税関長の承認を
受けた製造工場（承認工場）で、その製造が終了するものについて、当該原料品の関税が軽減・免税される。

■承認工場制度の対象となる原料品

根拠法令 原料品

関税定率法第13条 飼料用とうもろこし、こうりゃん、グレーンソルガム等

関税暫定措置法第９条の２ 飼料用麦（経済連携協定に基づく譲許の便益の適用がある場合）

■承認工場制度のイメージ

飼料飼料用
とうもろこし

税関輸入申告は承認を受けた製造
者が行い、輸入申告の際に

・原料品の数量
・製品の製造予定数量

等を記載した書面を提出。

輸入

※１ 税関職員が工場に赴き、原料品の搬入量、使用量、製造した製品の数量等について、帳簿の記載内容及び在庫品を確認するとともに、製造工程の現場確認等を行う。
※２ 加熱・圧ぺん（麦の成分であるでんぷんを糊状に変化させ製粉を不能とさせる）、ふすま（麦の皮）との混合、ばん砕、ひき割（大麦の粒を食糧用に適さない一定以下の大きさにつぶす）等

①原料品の数量及び製品の製造
予定数量の届出

②原料品の数量に係る帳簿の備付

⑤税関への製造後の届出

④製品及び副産物の数量に係る帳簿
の備付

③飼料への特殊な加工（加熱・圧ぺん
等により食糧用への不可逆な加工※2）

 工場の事前の承認

 製造後の製品の検査※１

 検査及び帳簿の確認による数量管理

 用途外使用等に対する罰則の適用

承認工場
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承認工場制度について



⃝ 保税運送は、国内にある外国貨物に関して、開港、税関空港、保税地域、税関官署等の間については、税関長に申
告し承認を受けることにより、外国貨物のまま運送することを可能とする制度。社会悪物品やテロ関連物品等が不正に
輸出入されることを防ぐとともに、適正な関税を徴収すること等を目的とするもの。

⃝ １年間の期間内で、特定の区間について一括で承認を受けることが可能。（包括保税運送制度）

保税運送について

■保税運送のイメージ

開港 保税地域

税関官署

開港、税関空港、保税地域、税関官署等の
間については、外国貨物のまま、関税等の徴
収が留保された状態で運送することが可能。

税関空港

■包括保税運送について

被許可者等が同一で隣
接した敷地内にある保税
地域間等は、保税運送
の手続きは不要。

積載船、貨物（数量や
価格等）、運送期間等を
記載して税関長に申告。
※ 距離が短い場合等は

一部記載を省略可

到着地の税関に運送目録
の提出が必要。
※ 同一税関官署間の保税

運送の場合等は省略可

NACCSによる申告が可能。

【運送しようとする者】
・保税地域の被許可者
・通関業者
等

以下の要件を充足し、取締上支障がない保税運送については、１年間の期間内で、一括して保税運送の承認を受けることができる。

【運送される貨物】
・航空会社または委託を受けた者の責任で運送される航空貨物
・コンテナー詰された貨物（船卸し後に開扉されたものを除く）
等

【次の区間で継続的に保税運送が行われること】
・一の保税地域と他の一の保税地域の間
・同一の税関官署に所在する一の保税地域と複数の保税地域
（コンテナー詰された貨物の場合、異なる税関官署でも可）
等 12
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 保税蔵置場又は保税工場の許可を受けている者で、

 貨物のセキュリティ管理と

 コンプライアンス（法令遵守）の体制が整備された者として

 あらかじめ税関長の承認を受けた者（特定保税承認者）は、

 税関長へ届け出ることにより

 保税蔵置場又は保税工場を設置することが可能となるほか、

 当該保税蔵置場等にかかる許可手数料も免除される制度

＜関税法第50条、第61条の5＞

特定保税承認（AEO保税地域）制度
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国際的なオークション・ギャラリー ： 保税蔵置場 国際的なアートフェア ： 保税展示場

■活用事例：

○Tokyo Gendai
• 令和５年７月、パシ
フィコ横浜において開
催されたアートフェア。
世界各地から、国際
的に評価の高い73の
現代アートギャラリー
が出展。

■活用事例：

○ニューアート・エストウェストオークションズ
• 令和３年10月、アートオークションとして初めて保税蔵置
場を活用し羽田空港第１ターミナルで開催。約200点の
出展作品の内、33点が外国から持ち込まれた保税品。

○Shinwa Auction
• 令和４年３月、羽田空港第１
ターミナルで開催。アンディ・ウォー
ホルの作品が23億円（国内オー
クション最高額）で落札。

外国

■保税地域を活用したオークション・ギャラリー・アートフェアのイメージ

保税地域での国際的な
オークション等

国内

外国

関税等を納付し、輸入して引き取り

関税等を納付せず海外へ送る

保税地域でなければ、基本的に全て
の貨物について関税等の納付が必要

美術品等

○アート市場への世界的な関心が高まる中、国際的なオークションやアートフェアの国内開催は、国際物流の活性
化や新たなビジネスチャンス等に繋がるものであることを踏まえ、外国貨物の蔵置や展示ができる保税地域をアー
ト関係で活用する際の要件等を明確化した（令和２年12月） 。

○保税地域でオークション等を開催した場合、外国貨物の美術品等について関税等を留保した状態での蔵置・展
示が可能であり、保税地域の活用促進が図られた。

Tokyo Gendaiの模様
（R5.7）

オークションの模様（R4.3）

国際的なオークション・ギャラリー・アートフェア

15
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市中保税売店

○ 市中保税売店は、市中に店舗（保税蔵置場）、空港に引渡場所（保税蔵置場）をそれぞれ設置したうえで、当
該店舗で出国者を対象に販売した商品（外国貨物）を保税状態で空港まで運送し、空港の出国エリアで引き渡
す仕組み。

※市中の店舗と空港の引渡場所について、それぞれ保税蔵置場の許可（税関長の許可）が必要。

■市中保税売店の設置状況

税関 保税蔵置場の名称

東京 ㈱Japan Duty Free Fa-So-La三越伊勢丹

東京 ㈱ロッテ免税店JAPAN

沖縄 沖縄DFS

■市中保税売店のイメージ

＜空 港＞

＜海 外＞＜市 中＞

引渡場所
（保税蔵置場）

※海外から到着した貨物を輸入手続
未済の状態(保税状態)で搬入

※旅客が物品を携帯して出国
（積戻し）

※保税状態で運送
（税関長の承認） ※出国手続(入管)後に出国者

に保税状態で引渡し

市中保税売店
（保税蔵置場）

※保税状態で出国者に
販売(引渡しは空港)

16
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インランドデポ

⃝ 内陸地の物流拠点について保税地域の許可を受け、インランドデポとすることにより、空港・港湾背後の保税地域に
搬入することなく輸出入を行うことが可能となり、リードタイムの短縮や輸送コストの削減等が図られる。

■インランドデポのイメージ

インランドデポを活用せず輸出する場合

■インランドデポの所在地※

※関税法第35条に基づく政令派出所が設置されている県

港湾・空港背後の
保税蔵置場

内陸地の物流倉庫
（保税蔵置場ではない） 港湾・空港

輸出許可

インランドデポ
（保税蔵置場） 港湾・空港

輸出許可

保税運送

空港・港湾背後の保税地域に搬入すること
なく輸出することができ、リードタイムの短縮や

輸送コストの削減等が図られる。

インランドデポを活用して輸出する場合

インランドデポ（長野県内）

山梨県

新潟県

群馬県

埼玉県

岐阜県

長野県

17
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国際物流の動向を踏まえた保税制度のあり方について

19
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保税制度を取り巻く現状と課題

国際物流の動向を踏まえた保税制度のあり方について

手続きの簡素化等のニーズ、税関と倉主等とのパートナー
シップ、制度の多様な活用

１．保税制度の現状

輸入貨物の急増、社会悪物品への対応、物流業界の人手
不足、港湾・空港分野における国際競争の激化等

２．国際物流の動向の変化

• 保税制度を取り巻く国際物流の動向の変化に対応し、 厳格な水際取締りの水準を維持しつつ、多様なニーズに応え、貿易の円滑化を
図るともに、国際競争力の強化等を通じ、我が国経済に貢献する観点から、以下の３点を「保税制度のあり方に関する基本方針」とする。

保税業務における手続きの簡素化等を
進め、利用者の利便性向上を図る。

保税制度の利活用促進利用者の利便性向上 厳格な水際取締り

保税地域に係る検査・取締りの高度化・
効率化により、厳格な水際取締りの水準を
維持する。

我が国経済に貢献する観点から、保税
制度の潜在的なニーズの発掘を進め、制
度の利活用促進を図る。

保税制度のあり方に関する基本方針

○保税制度を取り巻く国際物流の動向の変化に対応し、厳格な水際取締りの水準を維持しつつ、多様
なニーズに応え、貿易の円滑化を図るとともに、国際競争力の強化等を通じ、我が国経済に貢献する
観点から、保税制度のあり方について以下の通りとりまとめる。

具体的な施策例

①規定・運用の見直し

・保税運送・保税作業・保税許可等
手続きに関する利便性向上
・保税取締り等の高度化・効率化

②手続きのデジタル完結

・保税台帳の保存に関する負担軽減
・保税関係手続きにおけるデジタル完
結のための対応（NACCSの利便性
向上等）

③利便性向上に資する体制
の整備とマインドの醸成

・手続きのボトルネック解消等を図るた
めの体制整備
・社内教育等に関する情報提供の更
なる充実

※施策の検討にあたっては、AEO事業者との連携やベネフィットのあり方にも留意する。

20
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具体的な施策

①規定・運用の見直し（1）

※「具体的な施策」には、現段階で実施が確定していない施策も含まれており、検討にあたっては、内外の関係者との調整や、人的・金額的コスト、
取締上の支障等も踏まえながら、詳細について十分に精査する必要がある。

保税関係手続きについて、水際取締りの水準を維持しつつ、簡素化の余地があるものや対応が
平準化されていないものについて、利用者の利便性を向上する観点から、規定・運用の見直しを
図る。

ⅰ）保税運送手続きに関する利便性向上

• 港湾・空港における積替貨物への対応
（例：仮陸揚届を含む手続きに関するニーズに対応するための関係省庁・業界との連携、同一港湾・空港内
の特定エリアにおける保税運送手続きの省略）

• 保税運送手続きの簡素化
（例：包括保税運送の承認要件の緩和、申告価格の省略対象の拡大）

ⅱ）保税作業手続きに関する利便性向上

• 厳格な数量管理が事業者の参入障壁となっている可能性を踏まえた、製造歩留りのあり方の検討

• 保税作業手続きの簡素化
（例：指定保税工場における簡易手続き（総量管理を含む）の適用要件の明確化）

21
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具体的な施策

①規定・運用の見直し（2）

※「具体的な施策」には、現段階で実施が確定していない施策も含まれており、検討にあたっては、内外の関係者との調整や、人的・金額的コスト、
取締上の支障等も踏まえながら、詳細について十分に精査する必要がある。

ⅲ）保税地域の許可手続きに関する利便性向上

• 許可基準の体系化・明確化及び緩和
（例：人的要件において求める業務遂行能力等のあり方の整理と各項目の具体化、量的要件の緩和）

• 新規許可・許可更新や許可内容の変更に関する手続きの簡素化
（例：許可申請時に運用上求めている添付書類（業務手順書等）の必要性の精査、許可内容変更時
の手続き（工事届等）の簡素化、保税地域の延べ面積の算定方法の簡素化）

• 保税地域の許可申請を初めて行う利用者に向けたガイドラインの作成

ⅳ）新たなニーズに対応するための規定・運用の明確化

• 保税地域をアート関係で活用する際の要件の明確化

• カーボンニュートラルに資する燃料等の搬出入や蔵置に係る運用の整理

ⅴ）保税取締り等の高度化・効率化

• 保税取締り等の更なる高度化・効率化に向けた、必要な運用の見直し

ⅵ）その他保税関係手続きに関する負担軽減
• 保税関係手続きに関する対応の簡素化・平準化

（例：蔵入、見本持出等の申請時に運用上求めている添付書類（経緯書、理由書等）の必要性の精査
や、提出済書類の省略等の二重手続きの解消）

22
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具体的な施策

②手続きのデジタル完結

利用者の業務実態や技術の進展を踏まえた保税関係手続きの電子化のあり方を検討し、
NACCSの利便性向上等により手続きの実質的なデジタル完結を図る他、保税取締り等の
更なる高度化・効率化を図るため、システム上必要な対応を進める。

ⅰ）保税台帳の保存に関する負担軽減
• NACCSを活用したバックアップ・データ保存に関する取扱いの簡素化（クラウドサービス等により、
都度のデータ取得を不要とすることの明確化）

• 記帳のあり方の検討や、記帳義務事項がNACCSのサーバに漏れなく保存されるため必要な対応
（例：見本持出の搬出に係る補助機能の追加）

を前提とした、自社の台帳への都度のデータ取得の廃止

ⅱ）保税取締り等の高度化・効率化
• 保税取締り等の更なる高度化・効率化に向けた、システム上必要な対応

ⅲ）その他保税関係手続きにおけるデジタル完結のための対応
• 港湾・空港における積替貨物への対応

（例：積替手続きに関係するNACCSのプログラム変更）

• 利用者に配慮した、保税関係手続きの利便性向上
（例：不積返送申出や貨物の異常等に係る連絡に関する汎用申請対象への追加）

• 被許可者や申請者の事情に応じた、リモートによる受付の充実
（例：添付書類の提出におけるNACCS、メールの積極的な活用）

• 事業者へのシステムの利用の推奨や、リーフレット等による広報・周知

※「具体的な施策」には、現段階で実施が確定していない施策も含まれており、検討にあたっては、内外の関係者との調整や、人的・金額的コスト、
取締上の支障等も踏まえながら、詳細について十分に精査する必要がある。 23
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具体的な施策

③利便性向上に資する体制の整備とマインドの醸成

ⅰ）利便性向上等に資する更なる体制の整備とマインドの醸成

• 利用者からのニーズを能動的に汲み取り、手続きのボトルネック解消・ワンストップ化・平準化を図
るとともに、検査・取締りの高度化・効率化を進めるための体制整備

• 社内教育等に関する情報提供の更なる充実
（例：保税の知見を有する関係団体等と連携した研修機会の創出等）

• 被許可者や申請者の事情に応じた手続き・相談への柔軟な対応
（例：web会議ツールやメール等の積極的な活用、関係団体等との連携）

• 制度周知やニーズ把握の継続
（例：アートや食品輸出等の新たなニーズに関する業界団体と連携した情報提供やヒアリング）

• 税関保税部門における貿易の円滑化に向けたマインドの一層の醸成

利用者からのニーズ等に対応するために必要な体制の整備や、税関（保税部門）職員の
マインドの醸成を進めることにより、“利用者が気軽に相談できる税関”となることを目指す。

※「具体的な施策」には、現段階で実施が確定していない施策も含まれており、検討にあたっては、内外の関係者との調整や、人的・金額的コスト、
取締上の支障等も踏まえながら、詳細について十分に精査する必要がある。
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具体的な施策まとめ（イメージ）

※上図はあくまでイメージであり、内外の関係者との調整や、人的・金額的コスト、取締上の支障等も踏まえながら、施策の詳細について十分
に精査する必要がある。

保税工場
(バルク貨物) 保税工場

(機械製品等)

保税蔵置場

指定保税地域
(コンテナヤード)

保税展示場
(イベント会場)

総合保税地域

税関官署

• 指定保税工場における簡易手続きの
適用要件の明確化による、保税作業
手続きの簡素化

• 製造歩留りのあり方の検討を踏まえた、
制度の利活用促進

• 保税地域の許可基準の体系化・
明確化等による、制度の利活用
促進

• 新規許可等に関する手続きの簡
素化

• 包括保税運送の承認要件の緩和、
申告価格の省略対象の拡大による、
保税運送手続きの簡素化

• 保税台帳の保存に関する負担
軽減

• 利用者に配慮した、保税関係
手続きの利便性向上

• リモートによる受付の充実

• 利用者からのニーズ等に対応するた
めに必要な体制の整備や、税関職
員のマインドの醸成による、“利用者
が気軽に相談できる税関”の実現

• 同一港湾内の特定エリアにおける保
税運送手続きの省略等による、積
替貨物への対応

• 保税取締り等の更な
る高度化・効率化

保税蔵置場
(空港貨物地区)

• 同一空港内の特定エリアにおける保
税運送手続きの省略等による、積替
貨物への対応

25
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関税法基本通達の改正（保税関係）

27
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第４章 保税地域
第１節 総則
３４の２－４（電磁的記録による帳簿の保存）

ＰＯＩＮＴ！

バックアップ・データの保存について、クラウドサービス等のデータ保管サービス※
（NACCS管理資料保管サービスを含む。）を利用することを妨げない旨を明記するもの。

※ データを保管するための物理的なサーバー（パソコン）が存在し、 オンライン上でサーバーの
保存領域を顧客に割り当て、データの保管が可能となっている。
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ＰＯＩＮＴ！

指定保税地域の管理運営又は外国貨物の積卸し等の機能の利用にあたって密接に関
連しない、土地又は建設物その他の施設の単なる維持補修を目的とした工事は、税関へ
の協議又は承認を要しない。

また、災害復旧等のため緊急を要する工事については、税関に工事を行うことを前もっ
て連絡すれば、工事に関する協議又は承認の申請は後日でよい。

第２節 指定保税地域
３８－１（協議又は承認を要する行為の意義）
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ＰＯＩＮＴ！

保税地域の延べ面積の算定方法の簡素化。

延べ面積の算定について、蔵置場の図面又は不動産登記の図面で延べ面積が判明す
る場合については、その面積を用いてよい。

第３節 保税蔵置場
４２－１４（延べ面積の算定方法）
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ＰＯＩＮＴ！

保税蔵置場において閲覧に供する蔵置
貨物に係る空容器、ケース等を別の保税
地域に移動・保管させる場合は適宜の申
出書で保税運送の承認を行うことができ
る。
要件を満たせば他所蔵置及び、あらか
じめ復路運送の承認も可能、空容器等の
仕分け、改装に係る記帳も省略可能。

第３節 保税蔵置場
４２－１７（注文の取集め等のための個別に識別及び管理される蔵置貨

物の閲覧及び購入の申込みがあった貨物の通関等）
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ＰＯＩＮＴ！

保税蔵置場の工事について、許可を受けた土地又は建設物の単なる維持補修又はこれ
に類する工事であって、保税蔵置場の現状の変更が軽微であり、面積に変更を及ぼさな
い場合は届出を要しない。

ただし、貨物管理、保管設備及び保税蔵置場の許可の基準となっている施設的要件に
規定する措置の内容を現状から変更する工事は届出が必要。

また、災害復旧等のため緊急を要する工事については、税関に工事を行うことを前もっ
て連絡すれば、工事に関する協議又は承認の申請は後日でよい。

第３節 保税蔵置場
４４－３（改築移転その他の工事の取り扱い）
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ＰＯＩＮＴ！

・ 保税展示場に係る当該規定は、国内引き取りのみが
想定されていたが、昨今のアートフェア※では、購入者
が外国籍の場合、海外への積戻しを行うことも考えられ
るため、輸入のみならず、積戻しについても盛り込まれ
た。

※アート作品を展示販売するイベントのこと、古美術、近代美術、茶道
具、工芸品など幅広いジャンルが取り扱われ、海外からの展示品に
は保税展示場を活用可能。

・ 「やむを得ない事情」を削除

保税展示場を活用した
国際的なアートフェア
「Tokyo Gendai」

第５節 保税展示場
６２の３－６（購入の申し込みがあった展示物品の通関）
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第５節 保税展示場
６２の３－９（空容器等の搬出入の取扱い）

ＰＯＩＮＴ！

空容器等の保税展示場への搬出入が短期間で行われる場合に、官民双方の事務

負担軽減のため往路及び復路の保税運送を一括して承認する取扱いとするもの。

アートオークション等を開催した場合に、蔵置スペースが狭隘となったため、一時的

に他の保税地域に空容器等を移動させる場合の保税運送について、保税蔵置場（４２

－１７）に加え、保税展示場にも同様の規定を設けるもの。
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ＰＯＩＮＴ！

保税運送の申告にあっては、品名、数量及び価格等を記載した書面で行うこととされて
いるが、税関長は運送する距離が短い等の事情により記載の必要がないと認めるときは、
その記載を省略させることができるとされている。

運送期間経過等により関税を徴収することとなったときに、当該貨物の価格資料を事後
的に提出可能な者が申告する場合は、「申告価格」等の省略を認めると明記された。

第５章 運送
６３－５（保税運送の申告手続）
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第５章 運送
６３－２２（包括保税運送の承認要件等）

ＰＯＩＮＴ！

指定保税地域や総合保税地域の貨物管理者も包括保税運送の対象となることを明記。
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ＰＯＩＮＴ！

包括保税運送の実績を税関に提出する方法について、フロッピーディスクを削除。

適宜の方法としているが、主に本年４月よりNACCSの汎用申請による運送実績の提出が
可能となったための改正である。

第５章 運送
６３－２４（包括保税運送貨物を運送する際の手続等）
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１．保税制度の概要

２．保税制度の活用

３．国際物流の動向を踏まえた保税制度の
あり方について

４．関税法基本通達の改正（保税関係）

５．参考



税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、期間を指定
して外国貨物又は輸出しようとする貨物を保税蔵置場に入れることを停止さ
せ、又は保税蔵置場の許可を取り消すことができる。

処分要件

① 保税蔵置場の被許可者、役員、代理人、支配人その他の従業者

が、保税蔵置場の業務について、関税法の規定に違反したとき。

② 保税蔵置場の被許可者について、関税法第４３条第２号から

第１０号まで（許可の要件）のいずれかに該当することとなったとき。
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（第１号処分）

（第２号処分）

関税法第４８条 保税蔵置場における許可の取り消し等

関税法基本通達４８－１（保税蔵置場に対する処分の基準等）

《具体的基準》
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税関ホームページ

保税ポータルについて





ご清聴ありがとうございました。


